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	  東ソ－日向 (株)

	
	制定日
	  １９９５年１０月 １日


  
第１章　総    則
      (目   的)  
 第１条  この規程は、会社における安全に関する業務を合理的、且つ円滑に行うため 安全管理の組織、運営方法、基準等について定める。
     
（適用範囲）
 第２条  この規程は、会社に勤務する従業員に適用する。
     
（従業員の安全に関する責務）
 第３条  従業員は労働安全衛生法及び関係法規並び就業規則等の定める、安全及び危害防止のため、この規程その他の安全に関する諸標準を遵守するとともに、安全管理者等が安全に関して指示をしたときはこれに従わなければならない。
       ２．従業員は就業規則に基づく安全に関する心得を忠実に履行しなければならない。
     
（協力業者の安全に関する取扱い）
 第４条  会社において作業する協力業者に対しては、当該室・課長はその作業現場の責任者を指名させるとともに、従業員に準じて安全に関する諸標準を履行させるよう適切なる指導監督を行なわなければならない。
     
（危害防止）
 第５条  関係法令による危害防止及びこれに伴う申請、報告、届出等の担当部署は「別表―１｣による。


第２章　安全管理の組織と任務
     （総括安全衛生管理者）
 第６条  従業員が３００名以上の場合、労働安全衛生法第１条の目的を遂行するために、会社の事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者として定め、会社の安全衛生に関する業務を統括管理する。
     
（主任安全管理者）
 第７条  総括安全管理者を補佐し、各安全管理者を統括し、もって総合的な安全管理の円滑化を図るために主任安全管理者を置く。

     （安全管理責任者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 第８条  各室・課長の中から安全管理上必要に応じて、安全管理責任者を選任する。
       １．各安全管理責任者は、労働安全衛生法に基づき当該職場に於て次の業務を行う。
         ①．設備や作業方法に危険がある場合に於ける応急処置及び適当な防止の措置。
         ②．作業の安全についての普段の教育訓練。
         ③．発生した災害原因の調査及び対策の検討。
         ④．消防及び避難の訓練。
         ⑤．作業主任者その他、安全に関する補助者の監督。
         ⑥．安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録。
       ２．各安全管理責任者は、重要な事項に関しては総括安全衛生管理者（又は主任安全管理者）に意見を具申する。
 
（危害防止作業主任者等）
 第９条  労働安全衛生法第１４条に基づき、特に災害防止管理の必要な作業については、当該業務の所管室・課長の推薦を受け、工場長が作業主任者を有資格者の中から選任する。
       ２．作業主任者を選任したときは、当該業務の当該個所に、その業務内容及び氏名を掲示する。
       ３．前項の作業主任者等は、所属室・課長の指揮のもとに当該業務就業者の危害防止に関する指導監督にあたる。
     
（危険物）
 第１０条  火災防止並びに消防法に定める危険物による危害を防止するために、危険物保安監督者、危険物取扱責任者、及び危険物施設保安員を置き、消防法に定める業務を行わせる。
       ２．危険物保安監督者及び危険物取扱責任者を任命したときは、その氏名を当該箇所に掲示する。
       ３．危険物取扱う業務に関しては、当該課長は危険物保安監督者の専門的意見を聞いて、危険物取扱者を指揮監督する。
     
（高圧ガス）
 第１１条  高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造施設には、高圧ガス製造保安責任者免許者の中から、保安技術管理者及び保安係員を選任し、保安統括者の指揮のもとに、別に定める「高圧ガス危害予防基準」により危害防止に努める。

第１２条  前９条の各作業主任者の任命基準は「別表―３」による。

　　　　　　　　　
 　　（職制上の管理者）
 第１３条  職制上の管理者は、部下を指導監督して所管業務の完全なる遂行を図るとともに安全管理者等の助言勧告を的確に実施し、安全目標及び計画の達成に努める。
      
（安全衛生委員会並びに職場安全会議）
 第１４条  安全衛生委員会並びに職場安全会議は、それぞれ工場長並びに課長の諮問機関とし、その構成、機能、運営等の詳細は「安全衛生委員会実施基準」の定めるところによる。
      
（安全管理事務局）
 第１５条  安全管理の事務局を品質管理室とし、安全衛生委員会の事務局及び本社、官公庁への書類の作成並びにその他安全に関する重要事項の記録保存等、それに安全管理者の行う会社全般の安全管理の推進のための事務手続を援助担当する。


第３章　安全管理の運営
     （安全管理計画）
 第１６条  会社安全管理計画は、前年度末に主任安全管理者が各安全管理者の協力を得て年次計画を立案し、安全衛生委員会に諮った上、工場長の承認を得て決定する。
       １．前項の年次計画は少なくとも次ぎの事項を含むものとする。
          ①．災害の達成目標
          ②．実施の重点項目
          ③．実施上の留意事項
          ④．安全教育訓練の大網
     
（標準化）
 第１７条  業務を完全に遂行して安全目標並びに計画達成を図るために次の安全に関する諸標準を制定する。
          ①．安全作業心得
          ②．高圧ガス危害予防規程
          ③．危険物予防規程
          ④．電気設備に関する保安規程
       ２．前項の諸標準は関係法令（労働基準法、労働安全衛生法、消防法、高圧ガス保安法、及び電気事業法）による基準に準拠して制定するとともに過去の災害事例、安全点検結果並びに前条の安全管理計画等を、常にチェックして適切なる改訂を行なわなければならない。
       ３．第１項の諸標準の制定、改訂等については、規程管理による。

（教育訓練）
 第１８条  従業員に対し災害予防に必要な、安全に関する教育訓練を次の区分により実施する。
	区    分
	対    象
	担当部署　＊
	備      考

	一般安全教育

	新規採用者
作業内容変更者
	総務課
各  課
	


	一般安全啓蒙
教育
	一般従業員

	安全管理者責任者
品質管理室
	週間行事等の中で
実施　　　　　　　

	特別教育

	危険･有害業務
従事者･監督者
	安全管理者責任者
品質管理室
	必要に応じて社外講
師及び社外講習会　



       ２．前項の教育訓練は教育訓練細則並びに関係業務手順書の定めるところによる。

     （規程外業務の実施）
 第１９条  特別の理由により、この規程に規定する諸標準と異なる方法で実施する必要がある場合は、総括安全衛生管理者の決裁を得て実施し、すみやかに会社規定管理手続第１５条に定める手続をおこなわなければならない。
     
（安全点検）
 第２０条  安全管理計画の実施状況並びに不安全な作業行動、作業環境や設備等をチェックして災害を未然に防止し、その安全管理に資するため安全点検を実施する。
       ２．前項の安全点検の結果は、安全衛生委員会、職場安全会議の討議に付し対策         を検討しなければならない。
       ３．第１項の安全点検は、次表の区分により行う。

	   区       分
	  時   期
	      点  検  事  項

	会社安全衛生委員
が行う点検


	  定   期
  （毎月）


	安全管理計画の随行状況
作業行動の安全点検
作業環境の   〃
設備の       〃

	職委員が行う点検



	  不定期



	各課実施計画の随行状況
作業行動の安全点検
作業環境の   〃
設備の       〃

	職制上の管理者が
行う点検
	  随  時

	      同    上





第４章　災害の処理手続
     （災害対策）
 第２１条  業務上の事由による被災者又はそれを現認した者は、その事実を直ちに所属長に報告する。
       ２．当該室・課長（室・課長不在時は係長）は、応急処置を指示し、速やかに災害の概要を工場長に報告するとともに、品質管理室長に報告する。
       ３．当該室・課長は前項の処置を行った後、災害原因及び対策を検討し、再発防止の処置を講じた上、業務上傷病報告書を作成し、品質管理室長に回付する。
       ４．品質管理室長は、前項の報告書を各安全管理者に回覧するとともに、同報告書を基にその件に関する安全衛生委員会の資料を作成する。
     
（救急処置）
 第２２条  品質管理室長は、前条の被災者に対して医務室で応急手当を行なわせ、傷病の程度に応じて病院に連絡して医療を依頼する。

     （休業災害の報告）
 第２３条  休業災害の場合、品質管理室長は災害速報を作成し、東ソー(株)環境保安部及び各関連事業所に送付する。


第５章　危険有害業務

     （危険有害業務「指定業務」並びに就業者の選考基準）
 第２４条  危険･有害業務（以下「指定業務」という）の範囲並びにその就業者の選考基準は「別表－４」の通りとする。
     
（指定業務就業者の決定）
 第２５条  指定業務就業者は選考基準に基づき当該所属室・課長が決定する。　　　　　　

（就業制限）
 第２６条  前条で決定された指定業務就業者（以下「指定者」という）以外の者を指定業務に就業させてはならない。
     
（指定者の登録･表示）
 第２７条  指定者を決定し、又は変更した場合当該所属室・課長は、品質管理室長に届けなければならない。品質管理室長は届出に基づき指定者の名簿を作成する。　　
 　   ２．指定者を定めた当該室・課長は、指定業務該当個所に指定者の名札を掲示する。


（女子・年少者の就業制限）
 第２８条  女子又は年少者（満１８才未満の者）に関しては、第２５条の指定業務の他、
①．女性労働基準規則第２条・年少者労働基準規則第７条に該当する重量物取
扱業務。
           ②．女性労働基準規則第２条・年少者労働基準規則第８条、第９条に該当する
業務。

（規則の管理）
 第２９条  この規程の管理は、品質管理室長が行う。　　　　　　　　　　　　　　　　　

付 　　　   則

       ①．この規程は、１９９５年１０月  １日より施行する。
       ②．この規程は、２００１年１０月１日一部改訂
　　　 ③．この規程は、２０１３年　６月１日一部改訂
       ④. この規定は、２０２４年１０月1日一部改訂

